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※１「後発医薬品についての説明」とは 

後発医薬品と先発医薬品とが同等であること（例えば、品質、安定性、生物学的同等性試験結果など）の説

明に加え、患者の処方せんにおける変更前の薬剤料と変更後の薬剤料の差額等についての説明などを指しま

す。以下の設問についても同じです。 

 

４．後発医薬品への対応状況についてお伺いします。（平成 20 年 4 月以降） 

（１） 後発医薬品への変更が可能な処方せん※２を持参した患者のうち、後発医薬品についての説明※１を行った患者
は、平成 20 年４月以降、現在までにどの程度いましたか。    ※○は１つだけ 

1. １０％未満    2.  １０％以上～３０％未満  3. ３０％以上～５０％未満 
4. ５０％以上～７０％未満   5.  ７０％以上～９０％未満  6. ９０％以上 

（２） 上記（１）の後発医薬品についての説明を行った患者のうち、後発医薬品の使用を希望しなかった患者は、どの程度
いましたか。  ※○は１つだけ 

1. １０％未満    2.  １０％以上～３０％未満  3. ３０％以上～５０％未満 
4. ５０％以上～７０％未満   5.  ７０％以上～９０％未満  6. ９０％以上 

（３） 上記（２）で、患者が後発医薬品の使用を希望しなかった理由として、最も多いものは、次のうちのいずれでしょう
か。    ※○は１つだけ 

1. 薬剤料等（患者自己負担額）の差額が小さいから 

2. 公費負担の患者であるため、経済的インセンティブがないから 
3. 過去に後発医薬品を使用したが、体調不良となった経験があるから 
4. 後発医薬品に対する不安があるから 
5. その他（具体的に              ） 

（４） 後発医薬品への変更調剤を行った患者のうち、２回目以降に後発医薬品の使用を希望しなかった患者は、平成 20 年
４月以降、現在までにどの程度いましたか。    ※○は１つだけ 

1. １０％未満    2.  １０％以上～３０％未満  3. ３０％以上～５０％未満 
4. ５０％以上～７０％未満   5.  ７０％以上～９０％未満  6. ９０％以上 

（５） 上記（４）で、患者が２回目以降に後発医薬品の使用を希望しなかった理由として、最も多いものは、次のうちのいず
れでしょうか。    ※○は１つだけ 

1. 使用した後発医薬品の効果に疑問があったため 
2. 使用した後発医薬品により体調不良となったため 
3. 使用した後発医薬品の使用感が合わなかったため 
4. 後発医薬品に対する不安が消えなかったため 

5. その他（具体的に ） 

（６） ①後発医薬品への変更が可能な処方せんに基づき、先発医薬品から後発医薬品に変更して調剤する場合、後発医
薬品についての説明と、一般的な服薬指導の両方を行うのに、患者１人当たりどの程度時間（後発医薬品説
明＋一般的服薬指導の合計時間）がかかりますか。    ※おおよその時間で結構です。具体的に数字をご記入ださい 

 【初回の患者の場合】 約（ ）分 

 【２回目以降の患者の場合】 約（ ）分 

②一般的な服薬指導を行う場合、患者１人当たりどの程度時間がかかりますか。 約（ ）分 

 

※２「後発医薬品への変更が可能な処方せん」とは 

「後発医薬品が薬価収載されている先発医薬品」を含む処方せんのうち、「後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更

がすべて不可」欄に処方医の署名等がなく、かつ、処方内容の一部に変更不可の指示があるとしても、処方医が変更

不可の指示をしていない「後発医薬品が薬価収載されている先発医薬品」が１品目でもあるものを指します。以下の

設問についても同じです。 
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